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※寄附者の希望する商品を随時発送 
※自社商品ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を同封 ③送付先の連絡 

岐阜県 

パートナー企業 寄附者 

【ふるさと納税制度とは】 
 

自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税

から原則として全額が控除される制度です（一定の上限があります。）。 

ふるさとぎふ振興寄付金パートナー企業募集要領 

 

 
１  目  的 

ふるさとぎふ振興寄付金による財源確保と県産品のＰＲ等を図るため、寄附者へお送りする

お礼の品を提供していただく「ふるさとぎふ振興寄付金パートナー企業」を募集します。 

 

 
 

２ 事業の流れ 
 

④お礼の品の発送 

 

 
 

①使い道を選択して寄附 

②お礼の品の選択 

⑤県負担分の請求・支払い 

 

３ 対象企業 

岐阜県内に事業所がある法人その他の団体及び個人の方 

 

 

４ 提供していただくお礼の品 

（１）内容 

原則として岐阜県内で生産、製造又は加工を行ったもの及び県内施設で体験やサービスが受

けられるものなど、ふるさと岐阜県の魅力を体感できるもの、懐かしんでいただけるもの。 

※ 県内で体験できるプログラムや施設利用券のほか農林水産物や加工品等を想定していま

すが、それら以外でも提供可能なユニークなアイデアについて、幅広くご検討いただく

ようお願いします。 

※ ふるさと納税制度の趣旨を踏まえ、以下に該当する返礼品は原則として取扱うことがで

きません。 

• 金銭類似性の高いもの 

（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等） 

• 資産性の高いもの 

（家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自動車等） 

別紙４ 
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（２）募集するお礼の品の区分 

提供していただくお礼の品・プログラム価格の概ね８０％相当（区分に応じた固定費）を県

負担額として支払います。残りの概ね２０％相当をパートナー企業にて負担していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※送料は、上記県負担額とは別に、原則としてお礼の品１件につき一律１，０００円を県

からパートナー企業に支払います。 

※返礼品を同一の追跡番号にまとめて梱包して発送した場合は、送料は発送件数分に

なります。 

（例：複数の返礼品を１件にまとめて梱包して発送した場合は、返礼品の件数分では

なく、送料１，０００円（まとめた１件分）を支払います。） 

※額の算定が困難なプレミアムなものについてはご相談ください。 
 

（３）提供期間 

ポータルサイト掲載日から事業者から取下げ依頼があるまで 
 

（４）発送等 

寄附者に対してのお礼の品をお贈りいただく際のお届け日等の確認については、県が送付

する発送仕様書をもとにパートナー企業が行い、県が別に示す留意事項に従って発送を行っ

ていただきます。 

お礼の品が予定通り寄附者へ届けられなかった場合などの再配達費用については、両者協議

の上定めることとします。 

 

５ 個人情報の保護 

パートナー企業は、この事業による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

の「個人情報取扱特記事項」を順守しなければなりません。 

※ 寄附者の個人情報は、お礼の品の送付以外の目的に使用することはできません。 

ただし、パンフレットの同封により、寄付者からパートナー企業への商品申込み等で入手

された個人情報は、別紙「個人情報取扱特記事項」の対象外です。 

 

 

区分 寄付額 お礼の品・プログラムの価格 

（税込・送料別） 

県負担額 

（税込・送料別） 

企業負担額 

（税込） 

１ １０，０００円 ２，５００円程度 ２，０００円 ５００円程度 

２ ２０，０００円 ５，０００円程度 ４，０００円 １，０００円程度 

３ ３０，０００円 ７，５００円程度 ６，０００円 １，５００円程度 

４ ５０，０００円 １２，５００円程度 １０，０００円 ２，５００円程度 

５ ７０，０００円 １７，５００円程度 １４，０００円 ３，５００円程度 

６ １００，０００円 ２５，０００円程度 ２０，０００円 ５，０００円程度 
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６ パートナー企業のメリット 

（１）企業名や商品名等を県がＰＲ 

県外の方へ県ホームページやふるさと納税ポータルサイトを通して、企業名、商品名等を 

ＰＲします。 

 

（２）自社商品の販売促進・ＰＲ 

お礼の品の発送時に自社商品等パンフレットを同封していただくことで、自社商品の販売

促進・ＰＲが図れます。 

※ パートナー企業によるパンフレット等の送付は、お礼の品発送時の同封に限らせてい

ただきます。 

 

７ 問合せ先 

〒５００－８５７０ 岐阜市薮田南２－１－１ 

岐阜県清流の国推進部地域振興課地域プロモーション係 

電話：058‐272‐8197 ＦＡＸ：058‐278‐3530  

電子メール：furusato-gifu@govt.pref.gifu.jp  

県ホームページ ：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13252.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:furusato-gifu@govt.pref.gifu.jp
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13252.html
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別記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権

利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。 

 

（責任体制の整備） 

第２ 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければ

ならない。 

 

（責任者等の届出） 

第３ 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者（以下

「事務従事者」という。）を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び

事務従事者を変更する場合も、同様とする。 

２ 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければなら

ない。 

３ 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。 

４ 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

 

（教育の実施） 

第４ 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が

遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員（派

遣労働者を含む。）に対して実施しなければならない。 

 

 （収集の制限） 

第５ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その

目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外

から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、

この限りでない。 

 

（目的外利用・提供の制限） 

第６ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、

又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 

 

（漏えい、滅失及び毀損の防止） 

第７ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失

及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する保有個人情報の引渡しを受けた場合は、

甲に受領書を提出しなければならない。 

３ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」と

いう。）を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとす

るときも、同様とする。 

４ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所

から持ち出してはならない。 

５ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法（以下

「運搬方法」という。）を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を

変更しようとするときも、同様とする。 

６ 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用

させて事務に従事させなければならない。 

７ 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体（以下「パソコン等」とい

う。）を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出し

てはならない。 
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８ 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。 

９ 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等

につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

10 乙は、第１項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなけ

ればならない。 

⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しな

ければならない。 

⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置

をとらなければならない。 

⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデ

ータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。 

⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等

の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

 

（返還、廃棄又は消去） 

第８ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指

示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に

破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場

合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように

確実に消去しなければならない。 

４ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃

棄又は消去した旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又

は消去の年月日が記載された書面）を甲に提出しなければならない。 

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 

 

  （秘密の保持） 

第９ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

  （複写又は複製の禁止） 

第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された保有個人情報が記録された資料

等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 

 

  （再委託の禁止） 

第 11 乙は、この契約による事務については、再委託（第三者にその取扱いを委託することをいう。以

下同じ。）をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、

あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 

⑴ 再委託を行う業務の内容 

⑵ 再委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再委託の期間 

⑷ 再委託が必要な理由 

⑸ 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

⑻ 再委託の相手方の監督方法 

３ 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委

託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責

任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具

体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、

その状況等を甲に報告しなければならない。 
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６ 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。）は原則として認めない。ただし、

やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第２項中の「再委託の内容を変更しようとす

る場合」として扱うものとする。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第２項各号に規定する項目を記

載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければな

らない。 

⑴ 再々委託を行う業務の内容 

⑵ 再々委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再々委託の期間 

⑷ 再々委託が必要な理由 

⑸ 再々委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法 

８ 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対し

て個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持

義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第９

に準ずるものとする。 

２ 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容に

かかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 

 

  （立入調査） 

第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記

事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、

乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指

示された場合には、その指示に従わなければならない。 

 

  （事故発生時における対応） 

第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に

係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わな

ければならない。 

２ 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、

前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 

３ 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等

に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

 

（契約の解除） 

第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。 

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求

めることはできない。 

 

（損害賠償） 

第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲

にその損害を賠償しなければならない。 

 

注１ 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 

 


